
令和５年度 部活動運営規定   

                                                前橋市立元総社中学校 

１ 部活動の目的について 

   部活動は本校の教育活動のひとつとして、生徒が互いに協力しながら自主的・自発的に活動し、自己の持って

いる能力・特性を十分に伸ばしたり、個性や感性を磨き、健全な心身を育成したりすることを目的とする。 

 

２ 活動について 

  ◎ 活動日  

    ・月～金 

・土曜、日曜、祝祭日の活動は、顧問教師の指導があるときのみ実施する。 

    ・夏季完全休養日、年末年始、式等行事は原則として実施しない。 

  ◎ 活動時間（放課後） 

   期  日    月～金   下校時 

  ３月 ～ ９月  ～５：４０  ６：００ 

  ２月・１０月  ～５：２０  ５：４０ 

１１月 ～ １月  ～５：００  ５：２０ 

 

・夏季、冬季、春季休業中の活動は別に定める。 

・１日の練習時間は、平日は２時間程度、土日、祝祭日は３時間程度とする。 

・部活動の練習は、教師の退勤時刻が１６：４５であることを踏まえ、顧問の都合、判断により部活終了時刻

以前に終了する場合もある。 

   

  ◎ 延長練習 

    ・延長については、行わず平日放課後の活動は、下校時間にあわせ各部の活動内容実施で行う。 

  ◎ 朝練習 

・駅伝部の活動については、他種目の部活動に所属する生徒が重複して参加することが多いことから朝練   

習を実施できる。（授業日は３０分程度、休日は１時間程度） 

 ◎ 定期テスト前の活動停止期間 

    ・１学期  期末テスト３日前より活動停止 

    ・２学期  中間テスト３日前より活動停止 期末テスト７日前より活動停止 

    ・３学期  期末テスト７日前より活動停止  

    ＊活動停止期間中の公式試合の参加や練習については、全職員の了承および、保護者の承を得た上で、顧問教

師の指導のもと実施できる。 

 ◎ 休養日 

・週あたり２日の休養日を設ける。（平日に１日、土日のいずれか１日） 

・大会等で、土日の両方とも活動した場合は平日に振替、週２日の休養日を厳守とする。 

・長期休業中の活動も学期中と同じく、週２日の休養日を設定する。 

・職員会議、校内研修、学年会議、学校行事関係等で顧問全体が指導に付けない場合は休みとする。 

 

３ 入退部について 

   ◎ 入部と仮入部について  R5年度（案） 

    ・入部においては所定の入部届けを、学級担任と顧問教師にそれぞれ提出する。 

    ・１年生については 

        部活見学：４月１１日（火）～１４日（金） －ＰＭ５：００まで 

        仮 入 部：４月１８日（火）～２０日（木） 

・２５日（火）～２７日（木） －ＰＭ５：００まで（土日を除く） 

     正式入部：４月２８日（金）部活動集会で正式入部とする。 

※春季大会の参加について、各競技団体の大会要項に準ずる。 

また、部員数が足りない部活動は保護者から参加承諾があった場合、１年生の参加を許可する。 

   ◎  退部について 

    ・顧問教師や学級担任、保護者と十分相談してから退部を決定する。その後、所定の退部届けを学級担任と顧

問教師にそれぞれ提出する。 

 

 

 

 



４ 経費について 

    各部は生徒会費からの予算と部活動後援会費からの予算を経費にあてる。 

 

５ 部室や用具の使用について 

  ◎ 部室の利用について 

  ・部室は、練習時以外は使用しない。 

  ・常に室内の整理整頓を心がけ使用後は必ず施錠する。 

   ・各部室の鍵は職員室や体育館管理室の所定の場所に保管する。 

   ・部室には練習に必要な用具を置き、顧問教師が認めた以外の私物は置かない。 

  ◎ 用具の使用について 

    ・用具は丁寧に扱い、特に後片付けはしっかり行い用具の管理を徹底する。 

    ・用具の修理、補充については顧問教師に申し出る。 

 

６ その他 

  ・朝練習がある時は体育着で登校してもよい。（駅伝部のみ） 

  ・練習着は体育着、制服、各部で認められた練習着とする。 

  ・部活動で自転車を利用する際は必ずヘルメットを着用し、交通安全を心がける。 

 

７ 休部・廃部について 

  令和５年度の１年生の加入状況で、新チームになってから（夏季総体後）団体が組めない部員数が２年以上続

いた場合、休部とする。なお、その際には、翌年以降の１年生の入部募集はしない。３年の引退後、活動は休

止とし、休部期間が２年続いた場合は廃部とする。 


